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「地域生活定着支援センター」の整備について  

（矯正施設退所者の地域生活定着支援事業）  

1  

（1）事業の趣旨及び概要  

○ 矯正施設入所者の中には、高齢又は障害を有するため、福祉サービスの対象となる   
者もいるが、親族等の引受先を得られないまま矯正施設を退所し、結果として、必要   

な支援を受けられず、再犯に至る場合もある。   

○ このため、厚生労働省では、法務省の協力の下、平成21年度から、矯正施設（刑   

務所、少年刑務所、拘置所、少年院）退所者の福祉的な支援を推進する「地域生活定   

着支援事業」を実施し、各都道府県に「地域生活定着支援センター」の整備を進める   

こととしている（都道府県を実施主体とした補助事業で、補助率は定額（10／10   

相当）。）。   

（2）「地域生活定着支援センター」の整備状況  

○ 平成22年2月未時点において、47都道府県のうち、11県において、センター   

が設置されている。   

（センター設置済みの自治体）   

岩手県、宮城県、山形県、栃木県、岐阜県、静岡県、滋賀県、和歌山県、山口県、   

佐賀県、長崎県   

○ また、センター未設置の都道府県を対象に本年2月に実施したアンケート調査結果   
では、29の都道府県において、平成22年度予算に本事業の実施経費を計上予定で   

ある旨の御回答をいただいており、同年度中に40都道府県（全都道府県の85％）   
において、センターが設置される見通しである。   

○ 矯正施設所在地及び矯正施設退所者の帰任地は、矧こ分布するため、「地域生活   
定着支援センター」が、」卿置し、全国的な   

ネットワークを築き、対応する必要がある。  

予算計上した都道府県におかれては、早期の事業実施lこ向けて準備を進めていただ   
くとともに、未だ設置予定のない県lこお力、れては、事業実施lこ向けて早急lこ御検討を   

お願いしたい。  

注意  本事業は、「セーフティネット支援対策等事業費補助金」のメニュー事業の一  

つとして実施するものであり、交付要綱、実施要綱等は黄白治体のとりまとめ部  

局あて別途通知する。   

（3）補助金の交付方針   

ア 事業の採択方針について  

「地域生活定着支援事業実施要領」の事業内容を満たす事業について採択。   

イ 補助対象経費について（調整中）  

都道府県が実施する地域生活定着支援事業に必要な次に掲げる経費を対象とする。  
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○ 報酬、給料、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、  

食糧費）、役務費（通信運搬費）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費（単  

価30万円以上の備品を除く。）  

り 補助率  

定額（10／10相当）  

エ 補助基準額  

センター1か所あたり 総事業費1700万円以内を基本とする。   

※ 平成22年度における対象経費等については、各都道府県の要望を踏まえ調整中   
であり、おって交付要綱等において示すこととしているので御承知願いたい。  
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地域生活定着支援センターの事業の概要  
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※ 主な支援対象（特別調整対象者）   
矯正施設に入所中であり、以下のすべての要件を満たす人  

1高齢（おおむね65歳以上）又は障害を有すると認められること   
2 矯正施設退所後の適当な住居がないこと   
3 矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること   
4 円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当と認められ   
ること   

5 特別調整の対象となることを希望していること   
6 特別調整の実施のために必要な範囲内で、個人情報を公共の保健福祉   
に関する機関等に提供することに同意していること  

コーディネート業務  
（保護嶺屠所の生活環境調整への協力）  
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関係機関等との連携   

○ケース会言義、合同支援会議等の開催  

個々の利用者に対する支援を円滑かつ効果的に実施  
するため、必要に応じて、関係機関等の参加を求め、  

ケース会議、合同支援会議等の会議を開催する。   

○連絡協議会への参加  

業務を行うために必要な情報を交換し、関係機関等と  
の連携の強化を図るため、保護観察所が開催する連絡  

協議会に参加する。   

○その他日常的な連携  
上記のほか、業務の円滑かつ効果的な遂行のため、平  

素から、関係機関等との連携を密に保ち、社会資源の開  
拓等に努める。   
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2 「ひきこもり地域支援センター」の整備について   

（ひきこもり対策推進事業）  

（1）事業の趣旨及び概要   

○ 厚生労働省では、平成21年度から、ひきこもり施策に係る新たな取組として、「ひ   

きこもり対策推進事業」を創設し、各都道府県・指定都市に「ひきこもり地域支援セ   

ンター」の整備を進めることとした。（都道府県・指定都市を実施主体とした補助事   

業で補助率は1／2）   

○ 本センターは、て榊第1次相言炎窓口としての機能を有し、本人や   

家族が、地域の中で最初どこに相談したらよいかを明確にすることによって、より支   

援に結びつきやすくすることを目的としている。   

○ 事業概要は、本センターに「ひきこもり支援コう○ィネークー」（社会福祉士、精神保健福   

祉士等）を配置し、電話・来所・訪問等による相談に応じ、対象者の状態に応じて適   

切な関係機関へつなぐこと。また、地域における医療・就労などの関係機関とのネットワ   

ークの構築による連携の確保、ひきこもり施策の情報発信等の役割を担うものである。  

ひきこもり地域支援センターの概要  

声、肋I、ノ、－’’、くl冊ゝノい  

豊浣訟  

闊t  
①ひさこもり本人や豪放が十分に相♯できすにいるのではないか。  
②ll儀】■llのネットワークが十分に】惨成されていないのではないか．  

、．二もり坤り■支1tセンや……Jを暮●．  

O「ひきこもり支援コーディネーターく社会手蔓祉士、精神保健稚拙士等）」をtき、次の事業を行う。  

ヰ ヂる。  

ヰ 
開からなる連絡協議会を  

◆ 
に・  

ひきこもり地域支援センターの概念図  

①第1次補柑裾窓口  

②他の関係機関との連携  

（注1）実施主体：都道府県・指定都市（運営委託可）  

（注2）1か所あたり事業費1400万円（児童期・成人期の2機能を持たせた場合）  

○ 厚生労働省では、ひきこもりに特化した相談窓口を全国66の都道府県・指定都市   

に整備したいと考えており、窓口を設置していない自治体におかれては、地域に暮ら  

すひきこもり本人や家族にサービスを提供するために、「ひきこもり対策推進事業」  

の補助事業を活用され、早期に「ひきこもり地域支援センター」が整備されるよう、  

積極的な御検討・御協力をお願いしたい。  
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○ なお、「ひきこもり地域支援センター」の整備に当たり、「子ども・若者育成支援推   

進法」の施行を待って検討するとしている自治体もあるが、同法は平成22年4月1   

日より施行されるので、併せて積極的な御検討をお願いしたい。   

注意1「子ども一若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）」は、教育、福祉、  

雇用など各関連分野にわたる施策を総合的に推進するとともに、ニート、ひきこ  

もりといった困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの  

推進を図る内容としている。本事業の「ひきこもり地域支援センター」は、その  

地域ネットワークを構成する機関とされている。  

：〔参考〕 t  

：・「子ども・若者育成支援推進法」の目的は、以下のとおり。  

； ① 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用など各分野にわたって、  
子ども・若者育成支援施策の推進を図るため、子ども・若者育成支援推進大‡  
綱を作成する。  

： ② 修学及び就業のいずれもしていないなど社会生活を円滑に営む上で困難を： ll  

有する子ども一若者への支援を行う地域ネットワークづくりを推進する。  
l  

l  

l   

I 

l  

l  

「子ども・若者育成支援推進法」第19条第1項においては、地方公共団体；  
； に対し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援；  

： が効果的かつ円滑に実施されるよう、関係機関等により構成される子ども・若：                                                                                                                                                   l   
者支援地域協議会の設置に努めることを求めている。  

1  

1  

l  

・なお、3月上旬には内閣府より、各地方公共団対において協議会を設置する；   
際の拠り所となる基本的な考え方を取りまとめた「子ども・若者支援地域協議；   

会設置・運営指針」が発出されるので、参考にされたい。  
■．■■ ■ ●■ － ■ ■ ■ ■ ■ － －－－●－ －■ － ■■ ■ － ■ － － － － － 一 一 － － －－－ － －－ － － － － － － － － － － － －－ ●－ － ●－－ －－－－ － － －－ － －－ － － － － －－ － － － － －－ －l  

（2）整備状況   

○ 平成22年2月末時点において、全国の65の都道府県・指定都市のうち、19の   

自治体において、「ひきこもり地域支援センター」が整備されている。また、7自治   

体においては、センターは未整備であるが、自治体単独の事業として「ひきこもり専   

用の相談窓口」を設置している。（次頁「設置状況一覧」参照）   

○ この他、来年度においては、10自治体が「ひきこもり地域支援センター」の開所   

に向けて検討していると聞いている。   

注意2 本事業は、「セーフティネット支援対策等事業責補助金」のメニュー事業の一  

つとして実施するものであり、交付要綱、実施要綱等は黄白治体のとりまとめ部  

局（福祉部局）あて別途通知する。ひきこもり担当部局が別部局の場合は、本事  

業の担当部局への連絡・周知等についてお願いしたい。  
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（3）補助金の交付方針  

ア 事業の採択  

「ひきこもり対策推進事業実施要領」の事業内容を満たす事業について採択。  

イ 補助対象経費（調整中）  

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、食糧費）、  

役務責（通信運搬費）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費（単価30万円以  

上の備品を除く）  

り 補助率 1／2  

エ 補助基準額  

児童期又は成人期のセンター1か所当たり 総事業費700万円以内（補助額35   

0万円以内）を基本とする。ただし、児童期■成人期を1か所のセンターで実施する   

場合は、総事業費1400万円以内（補助額700万円以内）とする場合があるので、   

別途相談されたい。  

※ 平成22年度における対象経費等については、各都道府県・指定都市の要望を踏  

まえ調整中であり、追って交付要綱等において示すこととしているのでご承知願い  

たい。  
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「ひきこもり地域支援センター」の設置状況リスト  

平成22年2月12日現在  

名 称   住 所   電話番号   

口  北海道  北海道ひきこもり成年相談センター   札幌市白石区平和通17丁目北1－13   011－863－8733   

2  岩手県  岩手県ひきこもり支援センター   盛岡市本町通3－19－1   019－629－9618   

3  山形県  自立支援センター「巣立ち」   山形市小白川町2－3－30   023t624－1217   

4  東京都  東京都ひきこもリサポートネット   小金井市貫井北町4－1－1東京学芸大学内   042－329－6677   

5  石川県  石川県こころの健康センター   金沢市鞍月東2－6   076－238－5761   

6  京都府  初期型ひきこもり訪問応援「チーム絆」   京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁2号館1階書少年課内  075－414－4304   

7  大阪府  ひきこもり地域支援センター   大阪市住吉区万代東3－1－46   06－6697－2570   

8  和歌山県  ひきこもり地域支援センター   和歌山市手平2－1－2県民交流プラザ和歌山ビッグ愛2階   073－435－5194   

9  鳥取県  とっとりひきこもり生活支援センター   鳥取市西品治863－1   0857－20－－0222   

10  山口県  ひきこもり地域支援センター   防府市駅南町13－40防府総合庁舎2階   0835－27－3480   

皿  高知県  高知県ひきこもり地域支援センター   高知市丸ノ内2－4－1   088－821－4966   

12  大分県  青少年自立支援センター（ひきこもり地域支援センター）  大分市東春日町1－1NS大分ビル2F   097－534－4650   

13  横浜市  青少年相談センター   横浜市南区浦舟町3－44－2   045－260－6615   

14  浜松市  浜松市ひきこもり地域支援センター   浜松市中区中央一丁目12－1県浜松総合庁舎4階   053－457－2709   

15  大阪市  大阪市こころの健康センター   大阪市都島区中野町5－15－21都島センタービル3F   06－6922－8520   

16  神戸市  神戸市ひきこもり地域支援センター～ラポール～  神戸市兵庫区羽坂通4丁目2－22   078－945－8079   

17  広島市  広島市ひきこもり相談支援センター   広島市西区楠木町一丁目8－1   082－942－3161   

18  北九州市  ひきこもり地域支援センター   北九州市戸畑区汐井町1－6ウェルとばた2階   093－873－3132   

19  福岡市  地域思春期相談事業「ワンド」   福岡市東区松香台2丁目3－1九州産業大学大学院付属 臨床心理センター  092－673－5804  



自治体単独のひきこもり専用相談窓口の設置状況リスト（センター設置県以外）  

名 称   電話番号   

県保健福祉事務所（7か所）  

宮城県仙南保健福祉事務所  0224－53－3132  

宮城県仙台保健福祉事務所 塩釜総合支所  022－363－5507  

宮城県北部保健福祉事務所  0229－87－8011  
口  宮城県  

宮城県北部保健福祉事務所栗原地域事務所  0228－22－2118  

宮城県東部保健福祉事務所  0225－95－1431  

宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務所  0220－22－6118  

宮城県気仙沼保健福祉事務所  0226－21－1356   

2  秋田県  精神保健福祉センター   018－831－2306   

保健福祉事務所（6か所）  

県北保健福祉事務所  024－534－4300  

県中保健福祉事務所  0248－75－7811  

県南保健福祉事務所  0248－22－5649  
3  福島県  

会津保健福祉事務所  0242－29－5275  

南会津保健福祉事務所  0241－63－0305  

相双保健福祉事務所  0244－26－1132  

精神保健福祉センター   024－535－3556   

4  群馬県  こころの健康センター   027－263－1166   

各保健所、支所（9か所）  

備前保健所  086－272疇3950  

備前保健所真備支所  0869－92－5179  

備中保健所  086－434－7020  

備中保健所井笠支所  0865－69－1675  
5  岡山県  

備北保健所  0866－21－2836  

備北保健所新見支所  0867－72－5691  

真庭保健所  0867－44－2990  

美作保健所  0868－23－0111  

美作保健所勝美支所  0868－73－4054   

6  川崎市  精神保健福祉センター   044－200－3246   

7  名古屋市  精神保健福祉センター   052－483－2095  
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ひきこもりに関する施策（平成22年度予算案）  

施策の概要・平成22年度予算案など  担当部局・課室  

・ひきこもり対策推進事業（セーフティネット支援対策等事業費補助金240億円の内数）   

（1か所当たり事業責（児童期一成人期の2機能を持たせた場合）1400万円（補助嶺700万円））   

都道府県・指定都市にひきこもり対策を推進するための核となる「ひきこもり地域支援センター」を整備し、第1次相談窓口としての  

役割等を担う。  

社会一援護局   

総務課   

・精神保健福祉センター・保健所関連（精神保健福祉センター特定相談等事業費96百万円の内数等）  

精神保健に関する相談窓口における「ひきこもり」の相談。  

社会・援護局  

障害保健福祉部   

精神一障害  

保健課  ・思春期精神保健対策研修会関連（PTSD・思春期精神保健対策事業費18百万円の内数）  
「ひきこもり」を含む思春期精神保健の専門家の養成。  ⊂j⊃  

・ふれあい心の友訪問援助等事業（児童虐待・DV対策等総合支援事業25億円の内数）  

コーディネーターの支援の下、ボランティア（学生等）による家庭等の訪問や保護者を対象に講習会・グループワーク等を実施。  雇用均等・  

児童家庭局  

家庭福祉課  
・ひきこもり等児童宿泊等指導事業（児童虐待・DV対策等総合支援事業25億円の内数）  

一時保護所等における集団的な生活指導りむ理療法等の実施。  

・地域若者サポートステーション事業（18．5億円）   

ニート等の若者を対象に、地方自治体との協働により「地域若者サポートステーション」を設置し、専門的な相談等を実施。  

イ若者自立塾」事業（1．8億円）   

若者自立塾は、平成21年度をもって廃止。予算案は21年度入塾者に係る経過措置関係経費のみを計上。22年度は本事業に代   

わり、新たに緊急人材育成支援事業による基金訓練スキームを活用した合宿型自立支援プログラムを実施する予定。  

職業能力開発局   

育成支援課   

キャリア形成  

支援圭   




